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い
川
占
片
側
か
ら
旧
拭
え
る
か
、
け
一
円
問
者
側
し
ず
い
J
U

一
般
は
、
「
情
報
処
思
と
な
り
、
売
の
「
引
日
」
〉

主
る
か
の
違
い
と
な
り
、

判
れ
に
ぜ
ょ
に
主
匂
γ
明
確
な
れ
け
で
は
な
い
。

た
だ

L
、
、
」
幻
「
助
作
」
は
あ
く
ま
で
「
特
主
屯
了
計
負
機
の
払
い
り
に
利
尽
に
対
す
る

v

も
の
で
あ
川
、

マ
わ
ノ
ト
将
斗
で
白
い
P
9
J
ィ川

算
機
の
古
一
声
常
利
用
に
刻
↓
rJ
司
令
翫
作
に
つ
い
て
対
象
い
れ
こ
じ
て
い
る
の
は
、
高
刊
川
市
ー
の
場
台
ζ

同
じ
で
あ
る
口

次
に
一
管
注
i

と
は
、

般
に
、
川
町
庫
、
議
叩
刊
等
｛
山
つ
い
ブ
！
よ
し
の
竹
買
を
変
史

L
は
い
範
一
問
弁
で
の
似
行
、
刈
一
刷
、
改
良
中
一
目
的

一2

5
征
」
も
、
」
の
怠
味
で
旧
い
T
L

いt
る
〈
一
こ
さ
れ
、
本
原
に
お

と
す
る
行
持
を
レ
ト
つ
一
本
畑
一
に
お
け
る
引
定
電
了
九
算
機
C
’m
パ凡刊の

｛也
:IK 
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r日

し
て
は
、
「
動
作
の
色
刷
打
一
の
子
γ
ハ
る
内
容
は

九｝、一

将
司
／
、
，
J

一
終
日
ド
｝
引
即
日
を
さ
せ
る
場
合
に
は
い
y

の
純
同
と

F
る
か
）
を

決
定
す
る
こ

rよいも指すノ
3

2

和
記
の
例
と
い
え
以
、
イ
ン
タ
ス
ヴ
ト
＼
の
接
続
女
誰
に
認
め
る
か
、
？
町
子
メ
ル
の
交
じ
忙
を
議
に
認
め

J、
円問

る
か

ホ
ム
ベ
ー
ジ
の
出
覧
を
詳
に
訟
の

管
4
4」

の
丘
一
件
的
山
口
作
y」

乙

JF
れ
、
そ
の
結
果
、
「
一
ア

ケ
セ
ス
管
注
者
一
と
は
、
日
什
定
百
十
戸
持
出
慨
を
迭
に
将
定
刻
一
川
T
C
1
る
か

一ね）

決
定
す
る
苦
心
γ

る
で
U
2
0

」
と
さ
れ
る
。
な
h
旧
、
一
計
誌
の
お
式
は
－
i
雪
又
は
い
如
、
肝
不
メ
は
黙
が
を
向
わ
日

v
E

ヘ
将
定
利
用
を
さ
せ
る
場
台
に
は
こ
の
諸
国
と
す
る

し
か
し

ハ
エ
予
ベ
円
ヘ
山
一
例
一
一
小
か
大
ま
か
な
り
し
は
と
も
か
く
、
効
拾
の
骨
坪
の
単
い
も
ど
の
大
ま
か
な

万
江
市
り
母
に

II: 

利
用

そ
の
全
体
に
汁
L
P
、

刀
下
ゅ
ド
ヂ
、

三

国

』

に
ど
の
様
三
竹

L

の
特
定
刻
山
川
刷
を
訟
め
る
た
け
か
の
棋
に
併
し
て
は
包
ら
な
い
穏
に
U

川
い
わ
れ
る
。

｛
忠
利
川
日
ど
認
め
る
か
」

J
は
、
例
え
ば
単
純
に
ブ
口
、
ゴ
ル
や
F
ノ
l
ピ
ヌ
毎
に
作
に
お
町
四
が
定
ま
る
わ
け
で

L
J
Nじ
メ
ー
ル

利
川
市
立
も
為
る
人
に
は
送
伝
持
閉
山
だ
け
L
J
X

別
C
人
に
は
込
一
元
信
双
刀
心
持
限
吉
子
、
え
る

w
w
wで
も
特
定
の
一
出
分
は
一
品

の
人
に
の
人
閲
覧
可
能
に
す
る
守
似
ゐ
な
態
様
が
あ
り
料
る

h
h
一山

（
円
口
内
作
目
立
印
2
2
2
M
U同
町
吉
区
2
1
h
1
r
心
タ
約
利
川
市
ず
の
様
に
、
後
数
（
り
ア
ク
セ
ス
管
問
者
心
存
布
が
認
め
、
同
一
れ

s 
p 

に

し、

」
と
か
ら
、
ア
ク
セ
ス
吋
い
担
ぷ
と
は
わ
い
i
A
口
川
町
に
定
ま
る
も
の
で
あ
り
、
ァ

υ
ト
コ
ル
こ
と
に
以
な
る
ア
ク
セ
ス
符
理
者
が
い
た

り
、
さ
ら
に
は
同
一
f
u
ト
コ
ル
の
ど
複
数
の
ア
ク
セ
ス
符
担
者
が
い
た
り
す
る
一
」
と
も
あ
り
料
る
事
に
な
る

r

i日

利
回
川
棒
高

、、

利
用
権
者
と
は
、
「
特
山
中
田
PY託
尋
桜
の
特
定
利
用
長
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
特
定
利
則
に
係
る
ア
ク
セ
ス
管
珂
苔
の
司
訟
を
符

に
者
ー
で
あ
h
、
こ
孔
に
当
該
ア
ク
セ
ス
佐
川
者
本
人
合
加
え
て
刊
用
権
者
等
ー
と
さ
れ
る

右
中
条
第
二
川
（
、

傍
点
筆
者
）

ホ
ー
ム
ベ

l
ジ
の
公
配
正
よ
う
に
、
特
山
の
者
に
限
定
ザ
ず
、
マ
一
日
も
が
列
ド
用
下
ざ
ゐ
よ
う
に
し
L
い
る
場
合
に
は
、
ネ
ソ
ト
り
l "' ~－ 

日記 I、江主l 前阿部j キ：094[2υ1 '. 3、



ク
い
山
容
肝
す
る
ん
ア
て
の
立
に
大
i

ム
ベ

i
ジ
の
閲
覧
、
と
い
う
れ
い
な
利
用
を
半
空
間
、
ν
て
い
る
事
と
な
る

J
げ
た
が
っ
て
、
司
託
、

μr場
介

に
必
ず
訟
別
九
日
付
口
勺
が
川
町
き
れ
る
と
い
っ
本
の
で
は

i

V

1

こ
さ
れ
る
事
か
ら
、

ア
ク
セ
ス
制
却
の
な
い
け
P

（ご

cgvEmm
垣
正
》

J
2
4
v
v
w
 

3
4
1
1
可

一ム2

｝
℃
）
当
の
ぬ
人
は
、

や
田
作
名

F
γ
p

ア
ク
セ
ス
制
御
が
な
い
こ
と
え
抗
っ
て
万
人
か
利
用
注
者

と
さ
れ
、

ア
ク
セ
ス
引
仰
は
な
き
れ
て
、
な
、
h
J

一
去
戎
九
詔
覧
禁
汁
」
と
の
ぷ
r
小
が
占
め
る
H
P
1
V）
未
成
午
が
判
明
覧
L
て
も
、

不
正
ア
ク
セ
ス
と
は
は
ら
ほ
い
こ
考
え
ら
れ
て
い
司
令
が
、

γ

ク
セ
ス
制
御
を

い
は
い
か
ら
万
人
か
列
用
権
者
と
い
う
の
は
丸
ま

り
に
も
定
義
が
同
町
一
味
悩
也
管
る

U
L也
わ
れ
る
し
立
五
未
成
ノ
寸
の
例
も

巾
1
該
よ
4
J伐
材
、
β

刈
い
川
附
権
者

で
あ
る
か
ら
で
は
仕
く
、
あ
く

ポ 11＇マクヒス常止：そにおけるノれ 11＇マクヒス行為＇ .l収合

ま
で
ア
ク
ヒ
ス

－
w

か
ら
不
疋
ア
ク
七
ス
に
な
ら
は
い
と
与
え
る
べ

ぷ
同
心
℃
は
利
用
権
者
の
桜
台
は
社
会
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
た
と
え
ア
ク
ピ
ス
制
御
が
か
か
う
と
い
な
く
と
も
、

一
ノ
ク
ピ
ス
ハ
九
州
叫

V

告
が
利
川
市
わ
r
認
め
な
い

tdは
非
利
川
市
体
作
者
て
↑
め
る
が
、

γ
ク
ロ
ス
制
官
が
す
刀
か
2

こ
い
立
い
判
定
利
市
は
早
に
小
に
ア
ク
ゼ
ス
と
は
な

ら
一
之
い
だ
け
だ
と
号
、
ズ
る
の
が
本
店
の
魁

J

戸
に
へ
U

「
訴
す
る
ヒ
ニ
ノ
に
忠
わ
れ
る

v

ヲ
i
パ
も
量
産
と
り
と
あ
っ
て
、
と
こ
か
の
勺
ン
シ
ョ

ン
江
川
明
間
的
に
誰
で
も
は
心
宇
で
き
る
た
半
携
が
有
る
か
、
り
と
い
っ
て
刀
人
に
L
Y
平
寸
る
権
利
が
占
め
る
わ
け
で
は
な
い
の
と
一
同
体
、

パ
の
れ
定
利
阿
川
に
M
M
4
法
も
い
う
と
」
ろ
の

－

d
引
山

L

が
必
史
で
あ
ろ
う
、

そ、
ν
て
マ
ク
セ
ス
制
御
が
な
け
れ
ば
そ
の
一
訓
示
が
り
人
ピ

与
え
ら
れ
て
い
る

t
捉
え
る
の
は
あ
土
h
J
L
ト
一
村
に
過
ぎ
る
じ
に
思
ね
れ
る

v

に
f
ノ
タ

t

h

J

ト
は
そ
の
校
去
に
刊
行
依
存
の

精
神
が
あ
h
、
「
で
き
る
予
は
許
諸
手
れ
亡
い
る
」
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、

ア
ケ
セ
ス
制
御
の
な
い

H
P
で
ー
も
、
川
内
え
ば
「
一
訂
誌
な

ー
〕
の
四
川
覧
を
い
祭
乙
ま
ず
っ
」
と
芹
か
れ
て
い

討
議
さ
れ
て
い
な
い
話
は
利
用
捺
起
で
は
な
い
の
は
川
ら
か
で
あ
ろ
う

J

一（
4
h
h
v

人
司
い
に
？
〕
ず
に
J

勺、

円
め
J
T
J
U
ム
ム
通
念
上
許
請
が
推
認
さ
れ
ゐ
程
度
目
一
状
態
で
な
け
れ
ば
、
利
一
別
格
者
、
に
は
川
え
な
い
の
で
は
注
い
だ
り
つ

う
か
。
ぞ
れ
故
、
前
人
中
付

cu秘
密
長
ピ
直
一
計
六
♂
れ
て
い
る
場
合
等
は
、
万
人
か
利
用
権
者
と
は
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
ん
J

一
う
っ
。
日
刊

ら
か
ρUJ
舛
巾
で
そ
れ
デ
↓
知
二
心
者
が
を
こ
に
ア
ク
セ
人
し
と
と
l
亡
J
b
、
そ
、
れ
は

F
に
事
実
」
一
利
用
て
き
た
た
け
で
丸
三
て
、

不
疋
ア

！十

（！メ人民半、 Gi (6 C,81 JliJc '20i I J 



r日

ク
セ
ぇ
L
r

は
な
ら
な
い
に
、
〕
ろ
、
利
民
権
者

7fJて
引
用
い
た
と
料
、
え
る
え
さ
、
で
目
な
L
jも
の
一
〉
田
U
1
わ
れ
る
r

J、
円問

子工

議山川一狩什勺

利
一
用
権
者
等
に
、

当
1
4
U

ア
ク
セ
ス
t
h
注
者
に
お
、
て
ψ
i
該
列
用
権
者
等
か
一
池
心
列
用
権
者
守
と
す
ι
切
し
ζ

誠
別
ず
る
こ
と
か
ゲ
よ
己

る
よ
う
に
付
さ
れ
る
付
マ
t

で
占
め
っ
ナ
、
、
結
市
一
一
タ
市
μ昨

日
心
一
二
つ
の
口
勺
に
お
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
お
い
号
に
、
「
該
LWi
ず
る
も
の
t

ゴ人

は
、
該
当
λ
q
J
q
G
符
号
と
そ
の
他
の
符
口
勺
乞
組
み
合
わ
せ

f
も
の
一
と
さ
れ
る

「
州
市
照
ネ
γ
F
h
二一川ハ）

C

コ
〆
ピ

J
l
タ
を
お
ど
利
用
「
る
に
め
の

i
D
・
パ
ス
ワ
l
ト
げ
か
庁
十
九
舵
で
あ
る
が
、
手
布
ソ
シ
ヱ
カ

l
ド
の
川
医

一川↑

市
号
と
府
一
対
一
帯
け
す
の
組
み
合
わ
け
古
も
こ
れ
に
丸
ヲ
に
る

v

且
一
協
約
に
は
、

た
述
C
M聴
に
、

ア
勺
七
ス
ザ
』
川
市
崎
者
が
行
う
一
特
定
説
↓
i
計
算
機
の
効
作
CMr同
坪
一
と
は
、
ー
誌
に
ど
の
似
な
川
け
ど
利
用
叶
一
も
一
ピ
認
め
る
か

と
い
っ
事
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
JY
技
術
的
に
削
以
す
る
む
の
が
識
別
符

7

勺
と
い
う
事
が
で
き
る
し

ま
に
、
当
該
ね
ζ
電
了
刈
M
R終
に
羽
田
川
権
者
が
一
人
し
か
い
な
い
山
何
台
コ
リ
一

R
Hア
ク
七
ス
管
担
者
六
月
止
の
［

D
、
パ
ス
ワ

i
v

必ず引

は
ー
利
川
町
権
J1M寸
を
仙
の
れ
引
用
持
者
ち
と
区
別
、
v

て
識
別
す
る

3
0
の
で
は
ー
ゴ
い
の
で
識
別
符
号
で
は
な
い
と
さ
れ
る
の

れ
ら
は

1

特
r

心
利
出

d

の
制
限
J
V」
九
叱
れ
る
こ
J

が
で
、
ざ
る
情
以
」

ヘ
第
一
一
冬
、
治
政
治
一
川
寸
、
第
一
口
勺
一

に
一
訟
印
字
ノ
る
こ
ど

ιな
ろ

h

ノ
C

十
m
h
l

～、

ヤ
一
の
解
釈
で
い
え
ば
、

出
剛
山
川
一
幹
刊
日
子
一
点
要
な

w
w
wや
医
名
ド

i
v
在
京
症
し
て
は
い
る
が
、
れ
一
川
刷
川
竹
ケ
45は
ア
ク
ヒ
ス
包
述

話
だ
け
に
し
か
設
定
さ
れ
↑
に
い
な
い
品
川
ー
な
ぬ
ふ
口
も
刈
り
れ
い
に
ハ
一
わ
れ
々
が
、

「
利
用
権
者
ム
J

は
複
数
行
在
L
、
払
川
口
勺
に
よ
）
ア
ク
じ
ス
均
一
同

述
持
を
池
の
利
一
用
権
者
こ
込
別
7
v

て
品
別
一
口
γ

句
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

ー」該
1
0
・
ベ
ス
ワ
i
ド
は
識
別
殺
ロ
勺
に
1
4
U

当
ず
か
ケ
」

れ
、
議
切
符
ひ
か
J
汁
ア
な
い
河
川
市
潅
者
全
校
と
ア
ク
セ
ス
管
法
蓄
の
二
若
手
／
切
り
分
け
Y
G
だ
け
で
ち
識
別
符
与
と
さ
れ
る
の
で

の
利
川
権
者
に
付
さ
れ
に
絞
汲
む
識
が
一
符
り
も
、
複
数
の
利
川
明
権
者
に
刊
さ
、
れ

rm
の
識
別
J

い
す
も
山
伏
…
本
法
に
記
、

U
G識
別
ね
↑
J

日記 I、江主l 前（！HiO）キcosii [2υ1 '. 3、
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に
斗
川
内
コ
十
ノ
る
こ
と
と
な
う
う
v

7

一の
i
一一

泊
以
欽
の
利
用
権
苦
汁
に
同

の
符
号
が
付
さ
れ
な
い
よ

に
ナ
ノ
る
こ
ぐ
も
に
、
ど
の
利

μ権
者
守
に
付
さ
れ
た
v
も
の
で
あ
る
か
が
刀
か
る
も
で
つ
仁
利
さ
れ
て
い
る
こ
乙
が
必
公
乙
ヨ
る
。
」

「
識
別
待
む
で
あ
る
た
め
に
は

う
の
は
、
認
ま

L
い
か
止
し
れ
仕
い

は
仕
い
1

況
実
的
で
J
h
t
い
「
同
一
心
部
省
ト
九
日
叫
す
る
筏
数
の
読
が
利
凶
を
認
め
り

れ
γ

J
る
で
「
な
i
D

い
わ
ゆ
る
ゲ
ル
ブ

1
D
に
つ
い
γ
は
、
そ
の
強
様
に
も
よ
忌
点
、

ア
ク
ヒ
ス
管
河
名

ーノ
L
h
吠
行
ヤ
エ
J

一昨－
1
4

～
～
パ
表
者
を
利
一
田
川
y

叶他者

ζ
Eる
ヘ
き
場
ん
じ
が
多
い

部
rJ
ゲ
l
ム
サ
イ
ト
rJ
リ主二、

m批

ー
と
さ
れ
て
い
る
し
、
夫
際
、

十
九
個
人
乞
将
fL
す
る
と
と
ー
ベ
く
1
0
・
パ
ス
ワ
ー
ド
、
川
市
凡
行
さ
ー
れ
る
こ
J
J
R
P
レ〈

ポ 11＇マクヒス常止：そにおけるノれ 11＇マクヒス行為＇ .l収合

先
述
ハ
ザ
拡
く
一
引
用
権
省

U
概
念
は
、
完
く
ま
で
牡
会
計
に
定
ま
る
も
の
は
の
で
、
例
え
ば
た
る
け
引
い
れ
の
識
別
符
号
以
、
そ
の

く tj.

Q 山口3

と in
吉戦
：れ培
るで

利
用
権
= 
J生ヨ
シ

マん

ふ～ら
まっL

J宝
i靖

二
人
一
フ
ム
十
に
一
向
っ
こ
い
と
も
識
別
符
号
で
は
な

4ー
ノ3

他
人
C
I
D
・
パ
ス
？
I
l
k

－
一
千
不
知
し
ー
た
者
が
利
川
市
権
者
、
九
州
断
C
パ
づ
ヘ
ワ
！
？
の
み
を
変
更
L
て
に

い
場
今
日
円
当
該
l
D
に
よ
る
ギ
米
（
山
利
用
権
お
し
F
J
と
他
の
利
巾
権
者
と
を
区
別
し
と
識
別
す
る
機
能
は
な
お
牛
へ
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
か
、
り
、
勺
談
l
D
－
ハ
ス
ワ

i
z
は
弐F
別
符
号
に
該
当
す
る
じ

rさ
れ
る

J

絞
v
h
心
刊
誌
別
符
当
に
は
？
の
，
、
主
で
利
用
権
者

7

つ
い
る
か
ら
で
あ
る
「

ま
た
、
「
『
m
C
2口、

J
P
3
0
3
2
c
g
p

与
の
詐
ー
も
い
川
ず
れ
｛
辛
「
チ
計
合
機
古
利
ョ
で
き
る
一
て
つ
に
ぶ
く
公
開
さ
れ
て
」
る
I
D
－
ハ
ス

7
ド、
T

ハ
花
一
ノ
ク
じ
ス
亡
為
合
乞
っ
た
者
ド
ゾ
ア
ク
セ
ス
管
述
首
に
メ
断
で
肘
が
い
定
道
了
計
算
機
の
パ
ス
ワ
7

ド
ワ

γ
イ
ル
に
浪
引
L
た

利
い
い
川
一
係
省
弘
子
仁
付
さ
れ
て
い
lq
い
も
の
で
あ
る
か
、

1
D
－
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、

れ
も
識
別i
r: 
アJ 

ロ主
当

証fJ
J；ゴ濯

をヱ
包

'"' さを
れい
で ！JJ

; 市対
日：1

先で
よ也 き
のる
剖ロ
〈う

:I 
る

／）キコゴ
ιr
ツ
し
て
い
注
い
も
の
で
あ
る
か
ら

一副別件い

号
な
し
｛
九
店
ハ
一
持
さ
れ
て
、
る

w
w
wに
お
付
る
、

7
ケ
ピ
ス
特
珪
若
心
唯
の
l
b
e
パ
ス
ワ
i
ド
て
す
ら
設
別
符
口
勺
で
為
る
こ
い
う

日
1

3

～：

L
E

a
A山

4

ふμ
、
J
Q
J

レイ一－

K

5
2
4
3
C一一z
等
も
、
仙
い
プ
L
R
ゐ／丸山引
ρ
山
手
札
刷
吉
行
う
た
め
の
識
別
ね
号
が
設
υ止
さ
れ
て
し
い
：
れ
ば
、
を
い
九

ど
、，、

（！メ人民半、 Gi (h¥'1 1'¥97 '20il J, 



r日

ら
は
利
い
山
川
棒
ム
ア
ィ
ヤ
仁
川
比
別
「
る
識
別
符
H
7
1
ζ
子
ノ
？
？
c
J
M

ち
ろ
ん
、
ん
て
凶
で
日
付
加

J

い
れ
た
も
の
は
利
用
権
者
に
引
い
ぼ
さ
れ
た
さ
必
↑
＼
は
な

J、
円問

－
 

U
 

の
討
に
う
え
つ
れ
七
も
の
こ
解
釈
台
、
れ
る
つ
応汚

ざ
ら
に
は
切
の
仰
い
へ
恒
ほ
の
求
め
な
く
、
川

議
開
加

r
廿
号
を
つ
向
に
笠
録
で
き
る
山
川
ム
円
で
あ
っ
て
も
、
特
道
者
が
シ
ス
テ
ム
上
一
戸
別

7
ざ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の

I
D
・

パ

ス

ワ

位九り

i
斗
J

は
談
判
杓
サ
と
な
る
こ
と
ル
迂
る
し
例
え
ば
、
サ
l
イ
ナ
工
ノ
ジ
J

を
川
出
避
す
る
等
の
理
由
で
、
口
口
ド
ハ
V

ア
ク
セ
ス
に
宇
一
関
心
品
川
出
川－

f
p
 

符
号
を
’
刊
し
た
旬
、
ワ
〆
タ
ノ
ム
パ
ス
ワ
l
f
や
セ
ァ
シ
ヨ
ン

I
D
を
一
い
内
用
し

rり
し
て
w

る
川
崎
ム
け
に
も
誠
一
札
符
与
は
存
立
す
る
こ
と

p
制

と
よ
円
る

J

主
た
、
ゲ
1
ム
に
て
イ
h
C
株

r
、
利
用
者
に
お
じ
て
対
！
辺
利
川
心
パ
ワ
メ
ー
タ
を
そ
れ
ぞ
れ
変
史
保
存
で
き
る
よ
う
に
寸
る

Uぇ
l
l
o
 

一
人
心
利
治
布
、
日
い
く
つ
も
の
識
別
片
付
什
ワ
を
所
持

1
る
市
ず
、
u
ゐ
り
う
る
へ
す
た
わ
ら
、
利
市
格
者
を
区
別
す
る
と
は
、
事
実
、

さ
て

h

占
岡
山
川
県
パ
サ
は
、
あ
く
ま
て
マ
ケ
ヒ
ス
也
市
ぺ
有
が
利
瓜
持
者
ζ

の
純
白
）

い
の
で
識
別
刷
れ
ず
け
す
で
は
な
く
、
「
特
定
利
氏
の
制
限
を
免
れ
る
ご
乙
が
で
き
る
信
市
、
こ
な
る
。

そ
札
段
、
利
用
権
有
が
他
人
名
義
ゃ
い
梨
山
エ
の
名
義
で
取
科
し
た
？
も
の
も
識
別
円
引
い
す
t

日
い
ん
勾
ふ
司

ノ

ア
ク
セ
ス
ん

u
m
fい
い
か
識
別
符
号
JY
区
別
で
き
ざ
え
す
れ
ば
よ
い
の
て
の
っ
て
、
州
制
人
等
、
現
実
存
吐
の
叶
汁
ん

5HP小
要
だ
と
い
う
事
て
あ

る
と
い
う
事
J
な
る
っ
ユ
」
れ
故
、
利
用
権
者
心
本
誌
の
あ
る
、
他
人
心
i
D

ハ
ス
フ
i
1
作
ゐ
使
用
が
小
と
ア
ク
セ
ス
行
為
と
は
さ

れ
な
い
の
で
あ
う
つ

v
V
ま
主
人
利
用
権
ー
の
よ
M
P
訴
を
受
H
f非
利
川
権
立
が
U
ゲ
イ
〆
し
た
後
パ
ス
リ
i

下
町
書
き
換
え
、

ι
世
の
利

uhu
憶
さ
い
利
日
で
き
な
く
、
）
た
状
態
で
の
拡
い
り
心
利
思
す
旬
、

他
の
逗
法
は
γ

と
も
か
く
、

十

14
？
ク
ゼ
マ
、
行
為
に
は
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い

イ、
r 

ム
c 
h'l.こ
、 d〕

目t' 日I 
ん
イ、i

ァ、J

「

＂、
て
（主

笥
凶
t
H
れ
い
戸
、
と
他
人
に
よ
る
州
謂
「
な
）
」
4
3

ま
ー
」
が
じ
わ
れ
て
い
な
U

事
を
確
認
で
き
る
も
の
と

一
一
つ
り
k
b
で｛止ま円
3
vれ
て
い
る
。

仕
事
一
民
す
は

中

止

J
F
ク
ト
一
入
管
述
者
に
よ
っ
て
そ
の
刈
存
を
み
だ
れ
汁
口
問
者
に
劃
ら
セ
て
は
守
い
J

な
い
J

も
の

r
さ
れ
て
い
る
付

号
一
一
し
、
処
桜
前
に
ぽ
巧
着
目
I
D
と
パ
ス
ワ
l
ト
で
あ
る
c

i
D
片
付
判
長
肴
ー
ヮ
や
”
ア
松
市
宮
川
J

の
滋
ム
円
J
o
d
のわ

必
ヂ
し
も
み
だ
わ



に
い
尚
一
者
に
知
ら
H
て
け
な
、
コ
K
M
い
も
の

の
他
の
符
H
G

に
該
当
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
パ
ス
円
、

t
i
は
見
世
リ

1

み

で
は
な
く

ど
り
に
第
一
て
者
に
知
ら
て
は
仕
ら
な
い
4
一心

1
4
J
F
れ
る
た
め
、
双
五
で
「
所
当
ず
る
衿
号
と
，
て
の
他
の
竹
川
口
勺
を
位
之
u
h
u
せ
た
も

の」

ζ

な
り
、
た
〆
γ
ス
刊
の
パ
ス
ワ
ー
ド
で
あ
っ
て
志
、

i
D
ど
の
組
み
合
れ

r
で
識
別
件
一
口
な
こ
な
る
〉
た
だ
し
、

i
p
の
人
力
が

不
安
C
、
パ
ス
ワ
ド
の
み
C
ロ
グ
イ
、
J

で
き
る
ン
ス
一
プ
ム
で
は
、

パ
ス
ワ
ド
そ
の
？
も
の
が
識
別
円
引
い
ず
乙
な
れ
、
ま
己
、
必
ず
L
J合

引
帖
医
情
報
T

は
い
え
注
い
社
員
手
が
い
す
ん
甲
子
私
書
寸
h
I

ベ
ス
ワ

i
ド
ピ
な
コ
て
い
る
九
二
八
一
ノ
ム
で
あ
っ
と
J
u
t

－
社
弓
一
番
号
β

バ
ス
ワ

ー
で
あ
る

日

I
〕

3
シ
」
か
半
、

巾
T
l

該
7
ク
μ
ヒス
μ
』
陛
占
に
よ
っ
、
そ

み
た
れ
に
第

者
に
知
ら
止
と
は
な
ら
な
い
も
刀
と
手
れ
て

ポ 11＇マクヒス常止：そにおけるノれ 11＇マクヒス行為＇ .l収合

十
い
司
る
場
ム
ロ
は
、
識
別
符
L

す
た
わ
え
る
こ
と
と

ア
ク
セ
ス
管
担
者
か
引
用
権
者
社
に
汁
し
亡
第

者
に
は
一
ら
せ
な
い

主

山

た

E
2
7
に
い
本
め

Q
M
Y
V
に
限
定
は
た
い
中
略
。
町
弘
一

よ
る
こ
と
も
肖
屯
さ
れ
て
い

と
さ
れ
る
〔

弘
前
一
口
勺
氏
、

当
該
利
市
梧
者
仏
J

C
身
停
の
〈
工
部
告
し
ノ
＼
ば
部
C
M
R
N
像
又
は
一
苛
ょ
P
J？
日
川
い
て
当
該
γ

ケ
ゼ
ス
u
宮
市
内
者
が
定
め
る
ん

ム
院
に
よ
け
刊
成
き
れ
る
村
号
」
と
き
れ
る

v

例
え
ば
持
紋
、

礼
町
山
彩
、
網
膜
HtfJ

山
よ
る
も
の
で
あ
る

v

第
一
勺
は
、

1

当
該
刊
川
川
北
除
名
等

（
り
！
者
名
を
田
川
い
て
当
誇
ア
々
亡
ス
管
阿
古
い
た
記
め
る
方
止
に
よ
り
打
以
Y
J
れ
る
符
口
勺
」
と
さ
れ
る
代
第
二
号
、
第
古
ワ
の
山
川
ム
円
も
、

D
斗
J

「
そ
の
他
の
符
u
勺
を
組
み
合
わ
中
た
も
の
も
誌
別
待
号
さ
あ
勺
し
お
↓
号
、
」
計
三
u
h
－
の
一
場
介
主
刈
話
機
ご
の
内
部
処
刑
川
は
、
お

一
号
と
同
校
で
あ
る

r

－／
A

ノ
ヤ
ス
制
御
械
設

絞
述
－
U
六
正
ア
ク
山
L

リ
八
行
持
に
共
通
す
る
り
ウ
、

ーγ
ク
セ
ス
制
御
山
内
山
町
に
よ
っ
て
特
定
刊
川
射
が
制
限
さ
れ
て
い
る
特
定
道
子
計
舞

ア
ク
セ
ス
制
御
絞
詑
を
有
L
な
い
場
介
は
、

ア
ク
セ
ス
首
珂
者
が
釦
が
い
に
特
定
列
川
」
／
禁
じ

終
」
？
h

が
対
象
だ
と
、
う
手
ゃ
あ
h
、

て
レ
た
と
し
ご
も
、
仙
仙
の
遣
法
は
と
も
お
〈
、
不
正
フ
ク
ヒ
ス
行
為
と
は
な
ら
う
ほ
い
と
い
う
、
｝
と
で
、

ア
ク
セ
ス
制
t
肝
機
能
一
は
ヂ

（！メ人民半、 Gi (h¥31 1'¥99 '20i I J, 



r日

王
ア
ク
セ
ス

久
木
第
二
頃

γ
こ
れ
は
光
述
の
如
く
、
「
ア
ク
で
マ
、
制
削
機
能
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
定

午
！
叫
川
人
J
及
、
あ
る

気
通

cvに
附

γ
る
投
げ
の
維
持
」
（
第

「F

ク
セ
ス
制
訓
に
対
す
る
叶
会
的
七
頼
を
確
保
「
ノ
ス
V

」
）
t
 

J
ν
L
ゎ
μ
げ

hlv
似
議
法
れ
で
あ
り
、

J、
円問

法
趣
旨
に
手
、
れ
る
以

l
山
コ
吠
、
三
あ
ろ
う
、

以
ト
ヘ
J

古
ホ
ず
か
ら

問
え
ば

単
に
わ
｛
疋

U
i
r

rrzq】

E
F
V

【
叩
さ
【
O
R
J
C｝
）

や
ポ

i
ト
丞
宮
う
で
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す
る
パ
ケ

y
T
ワ
ィ

ル
タ
リ
ン
グ
や
、

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
ベ
ル
ゲ

i
i
ウ
ェ
イ
ー
は
対
象
で
は
な
く
、
止
め
く
ま
で
一
品
川
山
符
号
L
h
V
4
一
用
い
る

γ
ク
ピ
ス

山
川
併
が
あ
る
場
合
の
み
が
ど
中
正
ノ
ク
ヒ
ス
行
為
の
対
象
と
ず
れ
て
い

条
f
J
ん？ーは、

川
引
止
で
屯

fャ

h
伯
仲
慌
の
お
む
利
川
吉
白
’
M
ポ
ご
い
机
配
す
る
ん
め
に
当
該
特
定
引
用
に
係
司
令
ア
ク
セ
ス
小
川
在
者
に
よ
、
J

J

L

巾
」
？
良
川
判
定
電
子
イ
叶
肝
同
機
又
は
ψ
」
？
玖
引
先
電
子
1
叫
算
機
に
電
r丸
通
七
回
線
乞
介
し
て
長
続
さ
れ
に
似
の
狩
f
I
h

↓
礼
了
計
料
再
出
慨
に
山
刊
川
山
手
れ
て

い
る
殺
能
で
丸
う
て
、
当
該
判
定
利
用
引
や
し
よ
う
と
す
る
者
に
上
り
勺
f

山
機
能
十
有
す
る
判
定
市
子
計
宵
殺
に
入
力
さ
れ
た
ね
門
す
が
中
i

つ
バ
判
定
利
用
九
拭
い
る
引
品
川
別
符
号

一
識
別
符
勺
令
市
い
て
ψ
ブ
ラ
ー
ク
づ
ス
包

m
u
f
c定
め
る
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
符
号
と
中
！
っ
談
古
川
別

持
い
口
勺
の

訪
を
剖
み
合
わ
せ
た
符
当
を
人
u
h
u
t

次
条
ι話
一
項
第
一
口
勺
及
び
弟
子
口
三

γな
い
て
向
日
ν
〈
）
て
あ
る
こ
と
と
確
認
い
て
、
勺

政
抗
日
定
利
用
の
制
似
の
九
部
え
は
一
部
を
が
除
「
る
止
め
乞
い
う
ο
」

（
お
二
条
第
一
頃
）
と
さ
れ
る

v

指
町
山
内
の

1

組
ゐ
合
わ
せ
た
符

号
」
に
は
洲
え
は
同
μ
勺
綻
に
」
り
行
以
さ
れ
る
片
付
号
快
り
も
今
立
守
れ
る
、

士
ー
だ
、
制
限
の
「

と
は
フ
口
ト
コ
ル

はわ
d

く、

の
も
合
つ
な
場
合
ー
な
／
円
主
れ
ぶ

J

読
む
事
は
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
＋
再
生
♂
込
み
に
は
ア
h

ソ
ヒ
ス
制
御
が
か
か
っ
て
い
る
将
示
板

（

H
H
S
－
 

先
述
の
如
く
、

た
と
ス
誰
に
も
訟
別
情
取
が
守
え
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、

タ一

－
／
う
L
L

ヲ
ク
セ
ス
制
御
機
誌
は
「
機
能
」
ト
あ
る
の
と
、

ス
制
御
機
能
が
鍛

1JL
パ
司
令
場
合
は
ア
ク
ヒ
ス
杭
帥
削
除
花
が
存
在
」
9
る
に
解
さ
札
る
で
為
ろ
う
n

誠
別
い
情
報
や
確
認
↓
5
4
G
ζ

は、

rJh弘

わ
ろ
識
別
情
報
で
な
い
も
心
を
泳
認
す
る
こ
と
で
も
d

め
る
か
ム
と
あ
る
n

例
え
ば
、

ロ
グ
イ
J

富
山
が
山
は
る
だ
日
で
コ

i
ザ
は
止
か
も
奇

録
さ
れ
亡
い
尽
く
と
も
七
土

L

リ
ア
J

ホ

l
ル
攻
惑
に
」
る
不
正
ア

L

ワ
七
ス
は
成
立
す
る
と
十
い
二
つ
手
と
な
る
が
、

r
A
に

1
え
ば
ネ
ソ
ト

、k人法学！"" :n 行~） キ l凶［2υ1'. 3、



例１：

例２：

識別符号 識別符号

識別符号

特定利用に係る
特定電子計算機

特定利用に係る
特定電子計算機

電気通信回線を介して接続
された他の特定電子計算機

（認証サーバ）

電気通信回線を介して接続
された他の特定電子計算機
（ゲートウェイ・サーバ）

制限解除指令

制限解除

アクセス制御機能

アクセス制御機能



明示

ιサ
ー
川
に
判
刈

y

品
、
「
匂
わ
け
で
あ
る
が

γれみど羽山一昨斗
J

ー
パ
に

ー
入
ト
心
さ
れ
介

一
一
、
、
、
一

j

、
J

J
L
！
v
l
w

’J
、とえノ仏
μ

r日

f
l

占め，
Q

」

J、
円問

、L
の
1
J
4

、

「当
J
U
機
能
t
z
J

右
ず
る
刷
判
定
何
回
了
計
μ

何
刷
機
に
人
々
手
れ
七
戸

d

口
勺
が
当
で
誠
引
い
九
心
利
用
に
係
る
訟
別
枠
一
一
什
寸

第
二
条
第
一

lTI 
（主

【

I

川
町
）
で
あ
る
こ
と
か
一
砕
認
し
ブ
に
」
伴
内
、
筆
者
）
と
一
入
ハ
ベ
」
を

L
乏
し
て
、
る
こ
と
か
ム
、
例
2
0
禄
に
ア
ク
セ
ス
別
出
問
機
詑
を
訂

ず
る
む
主
宇
田
，
i
L
H綴

（
ア
ム
マ
七
ス
可
一
向
機
能
〆
｝
目
ず
れ
か
か
出
御
す
る
特
注
利
用
が
一
へ
ー
の
計
算
機
に
中
だ
比
さ
れ
て
い
る
場
合
？
h
h
代
、
合

立
に
対
す
7

匂
ド
位
校
入
力
は
旬
、
師
、
例
ー
の
様
に

凶
作
以
入
ん
さ
れ
J

符
山
京
了
一
市
川
昇
械
を
日
付
出
し
と
山
判
長
崎
に
認
社
ト
J
l
パ
等
に
議

間

Mu汁
号
が
計
有
し
ご
レ
る
場
合
J
b
、
本
法
に
お
日
る
一
入
hu
一
で
ム
め
る
と
解
さ
れ
r
匂一

先
述
の
利
市
権
訴
で
な
く
Y
A
h

－
－
た
者
C
I
D

、JJ
、ワ

1
k
や
F

ケ
ヒ
ス
争
原
持
に
佃
針
で
判
加
さ
れ
た
I
D

パ
ス
ワ
l
ロ

別
情
報
で
は
zd
い
と
き
れ
る

方
、
プ
リ
ベ
イ
ド
ヵ
！
？
刊
に
よ
る
l
5
P
へ
の
f
ク
ド
ス
が
、
ー
識
別
符
什
す
む
入
万
以
外
mv
方
法
に
よ

る
特
定
利
川
も
・
中
帳
、

y
ク
J

ス
制
御
終
隠
に
工
る
制
限
立
し
マ
、
い
る
E
一
対
幅
叫
す
る
こ
と
が
で
き
る
υ
」
と
さ
れ
、
ア
ク
μ

ス
制

御
ば

f
然

4
在
す
る
と

5
れ
る
の
に
は
注
立
ー
と
安

F
る。

、込ι
ヲコ、

ー～斗
d

ク
レ
ジ
ヅ
ト
刀
i

ド
吾
川
勺
や
そ
の
も
効
期
限
は
、
「
M

一
政
ア
ク
セ
ス
管
腹
立
に
よ
っ
て
之
の
内
谷
J

ど
み
だ
り
に
お
一
者
に
知

ム
J
A
J
C
は作品
3

り
な
い
も
の
と
さ
れ
C
い
る
符
サ
で
同
人
々
し
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
情
純
だ
け
と
ず
ク
セ
ス
む
き
る
、
ン
之
午
ぷ
二
品
、

ク
セ
ヲ
ヘ
制
御
機
能
は
存
、
な
い
も
の
y

さ
れ
、

さ
れ
白
い
。

ら
情
報
の
ー
…
断
使
用
は

仙

の

他
の
追
法
は
と
も
か
く

れ
－
止
ア
ク
ヒ
ス

r
は

品
川
町
議
二
日
る
の
は
、
J
H
川弔問

J
陀
し
U
H
L
店
↓

H
F
5
2
出

2
3
2
2勺
r
v
g
A
C
Z
1
や
一
隠
し
つ
ォ
凡
タ
」
と
い
わ
れ
ゐ
も
の
で
為
る

U

先
u
刈
の
矧
〈
、
パ
ス
ワ
ド
ド
一
け
↑
〈
J

川
市
叫
別
付
け
ヴ
た
打
侍
る
以
ト
、
陪
一
け
ず
化
U
R
7い
い
げ
て
例
三
平
日
る
U
R
L
で
あ
っ

γ
も
パ
ス
吋

ド
と
は
円
以
心
機
能
を
果
に
す
υ之
円
も
占
め
る
か
ら
て
あ
る
c

し
か
し
原
町
一
と
し
と
、
こ
う
し
た
場
合
に
は

γ
ク
ド
ス
斜
配
が
か
炉
の
ご
い

日記 I、江主l 前同日j キliJ2[2υ1 '. 3、

ア



る、と
機 l主
法 い

ヘム
ιh (, 

て j'i 
,:t 
，，「

大；
ゴ告と

σコ
立n
＼ 

t、、
iJ：：、
ヲて、

才L、
て、

ア
ク
セ
ス
制
御
機
立
と
は
、

お
定
利
用
主
自
動
的
に
制
ω
f
Qた
め
に

U
R
L
を
人
カ
ー
v

さ

H
n
l
；
か
表
不
さ
れ
る
こ
弓
っ
た
ぬ
台
、
，
て
之
江
lh
科
目
さ
れ
た
際
化
ザ
は
行
在

、
J
q
い
か
ら
で
あ
る
。
t

か
1
1

利
用
持
者
心
所
で
述
べ
て
で
つ
に
、

ア
ク
セ
ス
制
御
が
か
か
っ
て
い
な
い
か
ら
刈
人
に
利
川
棒
が
あ

る
と
す
る
り
は
平
副
で
あ
り
、
隠
し
い
R
し
や
隠
！
ゴ

2

オ
ル
ダ
は
万
人
に
刊
用
権
を

γえ
て
ρ
は
J

と
い
う
ア
ク
セ
ス
特
述
者
心
意
思

が
却
バ
止
さ
れ
る
の
で
、

そ
こ
こ
刊
，
、
ノ
ア
メ
ノ
ヒ
ス
剖
F

A

f

ハ〉
ζ

、
p

しギ旬、

v

j

l

m

万
r

d

y

f

L

P

V

J

Y

一ナ
J
J
V
1
V
4
4
i

た
ζ

え
7
ク
む
ス
統
御
か
な
ソ
J

ケ
セ
ス
方
法
を
経
た
と

し
て
も
、
不
疋
ア
ク
セ
ス
と
仕
り
h

つ
る
湯
ム
円
が
占
め
る
も
の
と
考
え
ら
、
れ
る
c

ポ，1：マクヒス常止：そにおけるノれ ,1：マクヒス行為：）収合

ケ
ーt
－才

の
か
か
つ
ど
い
な
い
、
特
む
す
い
川
明
の
川
一
イ
止
に
間
作
し
て
は

識
別
符
i
F，
さ
人
心
す
る
以
外
U
ト
刀
法
仁
よ
っ
て
も
品
川
町
符

号
ピ
p

ヘ
け
し
た
ぬ
〈
J

と
同
一
じ
幻
定
利
市
が
で
き
る
よ
～
つ
に
立
っ
て
い
る
こ
と
と
も
っ
て
、
直
ち
に
識
別
符
ロ
ワ
の
人
力
に
よ
り
判
定
利
用

の
制
限
を
解
除
す
る
機
能
が
ア
ク
セ
ス
制
航
機
能
に
夜
斗
じ
た
く
な
る
も
の
で
は
な
い
か
、
識
別
昨
日
日
ず
や
入
万
し
て
も
し
ば
少
、
と
色
町

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ア
ク
セ
ス
管

m
E
M
J刀
法
特
定
利
用
1

む
刊
に
で
も
認
め
て
い
る
よ
う
な
陽
介
に
は
、

じ
判
定
羽
田
川
が
で
き
、

ア
ク
ム
ミ
制
御
機
医
に
工

る
特
定
利
回
り
甘
制
限
”
は
ん
払
い
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
と

（占河川白川筆者」

と
さ
れ
る
の
で
、
濯
に
い
え
ば
、
「
7
ク
ゐ
ス
禁

止
」
が
川
町
不
ず
る
な
と
さ
れ
て
い
れ
ば
勿
論
、

E
m
rメ
ア
ワ
】
ニ
が
あ
り
l
付
ノ
巧
ル
ダ
が
参
出
、
で
き
1
6

い
等
、
ヤ
元
山
悼
と
v
J
て
ア
ん
ソ
七
ス
禁

に
が
芥
川
オ
山
手
れ
れ
ば
足
り
る
と
付
利
す
る

v

例
え
ば
、
隠
し
ウ
オ
ル
ダ
の
利
い
い
川
は
識
別
件
当
を
れ
し
て
上
T
P
に
よ
コ
て
行
う
事
を
ア
ク
セ
ス
符
注
お
ド
設
定
、

J

て
い
た
場
台
、

ど
と
、
ぇ
H
T
i
p
に
よ
る
ア
ク
い
じ
ス
に
制
御
が
な
か
っ
た

ζ
L
て
弘
、
そ
も
そ
も
ア
ク
セ
ス
管
攻
者
が
干
の
隠
ー
フ
ォ
ル
ダ
に
つ
い
て

は
H
T
T
P
に
ふ
る
刊
刊
用
権
者
な
認
め
ず

F
T
P
に
よ
ゐ
ア
ク
ヒ
ス
杭
仰
を
経
て
川
一
則
す
る
に
め
の
一
誠
別
狩
口
勺
を
与
え
ら
れ
卜
者
U

け
が
列
川
市
権
者
と
設
定
L
て
J

る
立
ら
、

ア
ク
セ
ス
制
御
が
な
い
か
ら
2
い
っ
て
、
て
？
も
そ
も
列
用
権
主
夕
、
な
い
者
が
利
一
川
L
て
良
い

4
J
の
で
は
な
く
、

討

I
T
P
に
」
る
y
Lワ
ピ
ス
は
不
正
γ
7
h
I
ス
ー
と
考
え
て
良
い
も
の
と
U

川
い
わ
れ
る
。
午
、
れ
は
前
記
A
仁
仁
拍
手
件
判

（！メ人民半、 Gi (6 :¥71 !](1;3 '20il J, 



r日

決
と
同
行
仰
の
私
見
川
で
、
法
般
の
性
質
と
し
て
、
そ
の
概
念
は
礼
会
的
情
成
物
な
の
で
あ
っ
て
、
校
術
的
に
ザ
能
で
あ
っ
て
よ
ー

セ
ス
管
司
者
が
想
以
～
L
て
い
白
い
よ
う
な
特
む
利
用
は
、
長
礼
的
に
で
き
る
か
九
つ
y
し
い
コ

つ
で
も
U

い
と
い
う
事
と
は
な
い
と

J、
円問

与
え
ザ
ム
モ
一
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
法
の
通
局
か
り
、

ス
、
七
平
エ
ゾ
テ
イ
ト
ド
、
ル
h
v
j

に
よ
り
、

マ
ク
セ
ス
μ臼
立
主
引
が
設
定
す
る
以
外

η
中J
北
特
定
列
用
け
引
以
の
全
部
リ
へ
は
却
を
併
除
す
る
t

庁
法
が
1
川
町
つ
に
と
L
て
も

七
一
入
管
珂
者
ト
f

設
’
必
し
に
制
限
法
依
代
、

mM限
」
と
さ
れ
マ
、
ぃ

の
も
日
川
町
で
あ
ろ
う

U

円
以

ι
例
記
は
ア
ク
ヒ
ス
川
悦
な
め
打

i
D
と
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
力
す
る
と
、
お
｛
t
m山一仁

R
L
に
、
進
路
L
H
F
が
間
賞
で
き
る

げ
か
、
そ
の
H
H
P

の
U
R
L
什
凡
怖
い
に
ぽ
ア
々
七
ス
制
hiが
か
か

J

て
お
ら
ず

長山
L
F
K
L
て
そ
の

U
n
K
L
士
出
絵
入
力
す
れ
ば
ア
ゥ

ゼ
ス
制
御
jhv
経
ず
に
間
話
で
き
る
と
い
っ
た
場
合

ア
ク
セ
ス
制
御
心
な
い
じ
R
L
C
前
山
政
入
け
に
よ
る
H
V
の
悶
廷
は
一
司
IU利
用

の
制
限
を
氾
れ
る
、
一
と
、
日
で
き
る
情
報
F
人
は
指
令
む
入
力
）
と
し
て
不
一
r
ア
ク
セ
ス
す
＼
り
え
る
リ
す
な
わ
ち
、

ア
ク
セ
ス
制
依
？
行
な

い
判
定
羽
田
川
は
だ
人
が
利
用
権
者
で
あ
る
と
の
一
円
解
乞
r
間
耐
と
し
、

ヲ
げ
の
し
川
、
ふ
釈
明
い
る
事
は
ア
ク
己
ス
制
御
士
有
「
る
ね
｛
が
巴

F
J

皆
鼻
持
判
の
向
田
川
し
仁
は
な
ら
な
い
レ

ザ
ワ
ヒ
る
べ
き
て
は
な
〈

ア
ク
セ
ス
制
御
、
り
な
い
じ
R
L
を
設
定
す
る
こ
と
が

先
ぬ
の

別
符
号
を
入
力
し
て
も
V

J

な
く
と
も
同
じ
特
ー
ん
利
用
が
で
き
、
ア
ヶ
セ
ス
包
間

hrが
当
該
引
制
定
利
用
J
5叫
に
で
も
認
め
て
い
る

rtノな

川
知
ム
口
、
と
拾
い
諒
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
UJ
解
釈
の
分
か
れ
巨
と
な
る
よ
弐
九
回
MJ

わ
れ
る
c

元
認
の
如
く
、
私
見
で
は
ア
ク
中
ス
制
制
の
な

u
n
h利
用
に
対
し
て
は
刀
人
が
利
用
権
者
／
一
考
え
る
の
で
は
仕
く
、

た
こ
え

γ
ク
い
に
ス
制
御
の
な
い
特
定
利
川
が
「

d

桂
三
＆
げ
の
利

に
川
は
訓
示
ゴ
｝
ノ
て
、

ヲ
ク
セ
ス
制
御
を
紅
て
そ
の
利
用
を
行
う
よ
う
に
γ

ケ
セ
ス
管
沖
者
が
設
｛
止
L
て
い
る
な
ら
、
ア
ク
U
ス
制
御
の
な

い
仰
の
わ
元
利
用
を
行
な
う
手
も
γ

ク
セ
ス
制
御
Jt免
れ
る
行
為
に
つ
が
ψ
ー
す
る
場
ん
じ
が
み
る
／
）
仰
刑
す
る

U

ま
三
、
例
え
ば
社
庄
有
一
守
、

定
日
記
刊
の

i
p
か
ら
一
川
町
定
川
一
肘
に
は
ア
ク
ヤ
ス
制
御
〉
か
な
い
が

｛
、
典
型
的
に
は
V
P
X等）、

山
部
川
ら
の
マ
ク
セ
ス
に
は
パ

ス
ワ
l
ト
芯
ど
の
ア
ク
七
ス
制
川
氏
が
お
る
場
合

J

門
部
端
末
か
ら
の
ア
ク
セ
ス

ιは
ー
作
版
物
の
入
川
地
元
己

,, 

ク
ア
ク

日記 I、江主l 前阿部j キliJ4[2υ1 '. 3、



盟
主

J

に
よ
る
制
限
が
あ
り
、
九
体
と
、
〕
亡
V
ノ
ク
七
ス
制
御
が
あ
る
も
の
！
と
さ
れ
る
の
ご
、
「
v

ク
み
ス
包
問
者
が
当
該
特
定
利
用
を

設
に
で
も
認
め
て
い
る
一

o
y
kぬ
ふ
口
は
内
墨
に
入
っ
た
μ1
日
で
利
尽
持
者
乙
な
力
、
反
対
に
来
在
に
は
利
用
絡
を
認
め
て
い
な
い
場

台
に
は
、

γ

ケ
ト
ス
制
御
を
か
け
て
い
な
い
引
い
市
内
の
端
末
か
ら
の
特
P
4
利
用
で
あ
っ
し
ょ
υ
京
王
一
ケ
七
ス
ー
｝
な
匂
事
も
あ
ろ
う

n

同

崎
市
に
、
時

η
H
P
の
対
覧
に
対
し
て

ど
ち
ら
も
外
部
か
ム
は
ア
ク
ヒ
ス
で
き
る
か
、
判
U
［
は
だ
け
に
は
ア
ク
セ
ス
制
御
の
な
い
い
R

’
J
f
7
礼

1

1
て
ま
F

山
川
祁
に
は
ア
ク
セ
ス
叩
仰
の
占
め
る
U
R
L
！
な
公
判
し
て
い
る
場
合
外
部
の
ヘ
向
が
ア
ク
セ
ス
副

H
4

伽
仰
の
日
い

U
R
L
に
ア

ア
ヒ
ス

L
h
J湯川んは、

小
－
止
ア
ク
セ
ス
し
〈
な
る
宰
J
b
忘
る
た
ろ
う
し

ポ 11＇マクヒス常止：そにおけるノれ 11＇マクヒス行為＇ .l収合

以
？
に
の
殺
に
、
川
川
の
特
定
判
い
川
刷
に
付
し
て
ア
ク
セ
ス
制
お
か
あ
る
場
介
と
な
い
場
合
で
、
な
レ
刀
を
悼
子
っ
と
十
止
ド
ク
七
ス
に
な

る
の
刊
M
V
L

う
か
は
、
結
川
町
の
と
こ
ろ
y

ケ
亡
ス
活
坪
高
の
利
川
市
権
者
心
誌
記
ど
ど
う
社
会
的
に
捉
え
る
か
に
依
存
L
て
い
る
と
い

川市一肉、

A
仁
じ
お
事
件
で
は
f
h
L
L
ス
制
綜
な
し
れ
W
W
W
C
為

J
J

て
も
、
な
さ
れ
ん
J

一
判
定
利
市
は
本
米
F
T
P
三
一
れ
わ
れ
ゐ
こ
と

が
前
提
て
、
去
の

F
r
F
に
ア
今
七
ス
制
仰
が
か
か
っ
て
い
た
の
と
不
十
f

ア
ク
七
ス
が
ば
r

り
し
た
が
も
し

w
w
w
の
ア
ク
ヒ
ス
に
は

ア
ケ
M

ス
制
御
ー
ピ
か
け
ず
だ
れ
で
も
利
川
市
可
能
に
し
て
石
雪
、
い
一
て
、
り
4
T

口
き
換
え
円
十
の
管
坦
は
ネ
ッ
ト

mN
り
で
は
な
く
、

コ
／
ノ

i
ル

一
以
体
の
午
？
？
i

ド）

か
ら
の
当
該
コ
ン
ピ
「
タ
の
出
接
利
回
で
の

4
行
っ
て
お
り
、
他
に
は
Z

の
サ
ヲ
ー
ハ
に
付
、
り
の
ア
ク
セ
ス

制
御
も
な
手
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
は
と
う
で
あ
ろ
ム
ノ
？
？
c

令
キ
ヱ
パ
ネ
ィ
の
む
に
、
ス
ソ
ト
生
戸
ん
い
ゐ
の
は
ア
ク
セ
ス
制
御
の
な
い

V
V
V
 

－
1
－
 

の
仙
の
利
川
は
づ
べ
て
本
体

F
J
L

豆
長
行
う
と
い
う
の
は
あ
り
λ

る
事
で
あ
る
古
、
そ
う
し
た
場
合
は
当
議
恥
い
そ
に
百
子

計
算
機
に
は
ア
ク
セ
ス
制
御
が
か
か
っ
て
い
な
い
事
に
lq
り、

H
F
i
ド
に

4
令
隠
し
フ
4
パ
グ
の
間
覧
生
以
止
ア
ク
U
ス
と
は
な

J

人
司
い
、
～
乙
乙
日
る

（！メ人民半、 Gi (h¥81 llOc '20il J 



r日

不
正
7
ク
セ
ワ
ハ
行
為
の
胤
叫
ん
心
と
疑
問
弁
、

J、
円問

本
法
は
第
今
一
条
第
川
、
で
禁
ー
さ
れ
る

5
ろ
の
「
fm

止
ア
ク
セ
ス

pr為
に
つ
い
し
1

第
二
条
第
二
羽
の
一
一
つ
の
号
ミ
定
義
し
て

ρ
る
。
第
ワ
、
第
二
口
勺
は
ア
ク
セ
ス
制
御
絞
殺
や
有
す
る
的
定
町
子
d
質
的
慨
に
刻
L
て
、
第
一
サ
は
池
の
将
d

ん千百ム
j

計
算
機
ゲ

ト
ウ
L

イ
什
パ
や
認
証
サ
l
パ
）
に
ふ
っ
て
ア
ク
セ
ス
叩
御
が
な
汽
れ
て
い
る
列
用
対
象
の
特
’
vrh子
計
鉾
機
に
刻
し
て
、
利
用
権

昌
を
」
そ
お
う
他
人
心
識
別
机
刊
号

の
使
用
（
な
り
す
ま
し
」

や
、
利
用
権
有
吉
訣
別
で
き
な
く
す
る
一
持
氾
利
用
の
市
浪
ケ
免
れ

る
こ
と
が
で
き
る
古
印
（
識
－
汎
符

iτを
除
く
c
）
又
は
指
令
一

の
使
用
（
セ
よ
ユ
リ
子
ノ
ホ
l
ル
攻
撃
）

に
よ
り
、
対
象
特
定
屯
了
1

算
機
の
判
定
利
用
を
し
汗
る
↓
パ
円
九
昨
日
に
す
る
こ
と
乞
不
正
γ
ク
V

ス
と
定
義
し
と
い

ふ
」
れ
故

q
A
述
心
如
く
ア
ク
ゼ
ヌ
制
御
概
能
が

何
百
い
い
勿
へ
」
円
は
そ
も
そ
も
不

ι
ア
ク
セ
ス
が
成
立
L
んめい

ポ
ー
条
で
1
P小
rr
ア
ク
セ
ス
行
為
共
泊
の
製
作
？
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
安
は
件
4
J
に
E
J
3
す
る
方
伝
で
、

ア
ク
ぜ
ス
制
御
機
松
山

と
っ
て

ー
制
限
さ
れ
て
い
る
ね
定
利
用
ψ

し
似
る
状
庶
に
さ
庁
る
行
為

で
為
る
け
や

光
一
点
（
り
如
く
P
J

ケ
ビ
ス
制
御
終
山
町
！
の
も
の
は

れ
｛
ん
利
い
加
に

「
口
付
抗
さ
れ
て
い
る
機
院
で
あ
っ
て
」
特
定
引
い
m
f
の
も
の
で
は
な
い
の
さ
、

例
え
ば
1
0
と
パ
ス
円
、
ー
ド
の
入
力
団
副

け
し
ず
ク
セ
ス
し
て
点
、

4
1
一快山の

」
と
な
が
っ
砕
い

ι利
い
こ
だ
こ
と
い
な
り
な
い
戸
造
つ
で
本
川
一
い
い
ロ
ク
イ
ン
、

J

て
よ
い
か
の
市
訓
仙
川
一
副

1hlv

凸
て
い
る
没
防
本
ま
だ
判
定
利
用
、
v

得
る
状
態
で
は
な
い
。

他
人
の

1
れU
a

パ
ス
ワ
ー
ド
を
止
し
く
人
力
し
さ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

注
干
で
司
線
が
切
断
さ
れ
る
よ
ヘ
な
ご
J
Y
T
在
い
州
出
h
’H
動
的
に
弘
沖
さ
れ
て
利
川
で
台
る
状
態
に
な
る
た
め
、

に
は
、
知
人
一
の

I
b
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
力
す
る
／
A
M
力
hv
恰
J

付
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
口
」

まれに、

司」戸市は、

実
質
的

、
傍
円
、
筆
者
）

ζ

さ
れ
て
い
る
こ
ζ

か
九
一
、
遺

た
と
え
他
人
乃
V
I
D
e
パ
ス
け
ド
争
入
力
し
γ
？
も
利
用
刈
仏
求
心
ゴ
ン
（
乙

L

j
夕
日
引
一
利
用
ゲ
ミ
と
る
状
態
」
に
な
ら
な
け

れ
ば
不
正
γ
ク
ャ
ス
と
は
以
ら
な
い
事
と
な
る
（
す
な
わ
ち
、

ア
ク
セ
ス
祇
伝
V
破
っ
て
も
、
特
記
引
い
吊
し
仇

J

る
状
態
rL
一
し
舎
ヲ
令
官
子

、k人法学！"" :n 10；キliJ(i [2υ1'. 3、



引
制
一
件
慨
が
な
か
っ
た
場
企
も
不
主
ア
ヶ
七
ス
と
は
な
っ
た
い
平
に
な
る
し
例
え
ば

v
p
m刊
作
マ
ー
パ
を
絞
っ
て
お
内
L
A
M刊
に
侵
入
し
た

メ
ン
千
」
J

シ
ス
や
ン
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
〆
に
よ
り
れ
定
利
り
で
き
る
十
回
目
了
計
算
機
が
L
A
N
内
に
な
か
一
っ
た
り
、

L
A
N
j一
幻

計
算
際
個
別
に
す
J

て
例
則
的
に

γ
ク
竹
ス
制
御
カ
か
か
っ
て
い
之
助
八
じ
は
、
不
正
F

ケ
セ
ス
乙
は
な
、

J

江
い
訳
と
あ
る
」
な
お
、
出
ピ

－／｝
7

〕一
L
J私、

一
口
定
訓
什
閉
じ
ノ
灯
る
状
能
川
l

を
担
え
て
特
注
叩
刊
川
明
に
ま
で
主
っ
℃
L
ま
っ
た
場
合
は
、
一
持
山
正
川
一
附
？
と
行
る
状
慾
」
を

J

ぜ
て
め
定
利
用

一日〕

し
に
Jh
の
と
立
川
悦
さ
れ
る
ハ

谷
子
J
L
L

も
中
！
な
説
ア
ク
セ
ス
ザ
守
刑
判
者
一

u
h一
が
／
什
な
う
州
市
川
ん
円
、
あ
一
り
に
均
し
こ
は
ア
ク
セ
ス
ザ
ザ
！
列
者
え
し
は
引
用
催
者
の
承
訟
が
為

7

匂
湯

ポ 11＇マクヒス常止：そにおけるノれ 11＇マクヒス行為＇ .l収合

合
、
第
一
サ
、
同
小
川

μ
勺
に
市
民
し
亡
は
、

ア
ク
七
一
入
管
苅
有
心
承
献
が
忠
る
場
合
は
、

小
止
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
除
外
さ
れ
て
し
る
。
す

と
わ
ち
μ

一件
mv
ア
ク
で
ぇ
待
理
者
に
行
古
一
附
さ
れ
た

F
九
犯
の
ア
ク
ゼ
ス
当
理
者
、
利
用
桧
替
の
幻
定
利
市
に
？
設
一
、
作
の
ア
ク
セ
ス
包

理
者
が
F
伎
の
ア
ク
む
ス
特
注
者
や
利
吊
柊
若
い
ん
め
り
す
｝
「
し
こ
そ
の
特
lU利
用
を
行
う
事
は
不
ド
F

ケ
セ
ス
亡
は
な
い

、
川
に
い
う

と
、
あ
る
叶
汁
山
L
利
刷
、
例
え
ば
同
一
の
一
よ
時
議
践
の
日
ハ
什
刊
を
引
諾
さ
れ
た
却
の
刊
用
催
者
で
あ
う
て
も
、
円
ぞ
の
特
定
利
引
に
い

hrる

他
の
利
川
市
権
者
の
識
別
符
号
を
’
央
制
使
用
す
る
」
と
や
、
識
別
符
勺
以
外
の
判
定
利
用
口
一
制
限
J

ら
去
五
れ
ゐ
こ
と
ぷ
で
き
る
け
田
川
持
又
は
係

〈

υ
で
そ
の
特
心
利
回
ー
干
し
勺
な
つ
の
は
不
1
ア
ク
竺
ス
行
為
で
あ
る
と
い
う
U
J
ζ

な
る
が
ヨ
一
械
、
で
あ
ろ
ミ
ノ
〉
な
お
第
ロ
ヱ
1

J
ク
ゼ
ス

管
理
者
だ
け
で
な
く
、

利
亡
庁
権
者
自
体
の
本
誌
が
あ
れ
ば
他
人
山
一
議
別
情
報
十
一
使
用
、
二
lJu不
王
ア
ク
セ
ス
に
な
ら
な
い
豆
一
い
ま
っ
て

F

ク
セ
ス
管
洋
が
一
の
土
齢
的
吉
川
や
利
用
契
約
に
よ
っ
♂
I

、
犯
罪

パ
ド
る
の
は
、

コL
Y

？戸水、

1

J

J

 

ー
ノ
干
」

ν

一

ふ
J
J
F

と

例
え
は
、
人
k
f
h
h
A
j
J
hん
ど
パ
ス
リ
3

ド幻へい
R
L借
り
が
佐
一
ア

い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
懲
戒
や
民
事
長
任
は
と
も
か
く
、
ヌ
H

ア
ク
セ
ス
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
こ
こ
は
広
い
こ
一
う
中
で
為
る
u

た
だ
、
で
つ
Lγ
↓
本
誌
は
識
別
本
ー
す
等
心
情
報
や
指
令
を
一
入
力
：
十

る
ん
旨
況
に
ぷ
め
ら
れ
る
り
か
、
包
括
的
な
永
、
品
も
詐
さ
れ
る
の
か
条
文
f
は
定
か
で
は
な
い
が
、
刊
明
長
約
に
考
え
て
弘
治
的
な
承
諾
を

4
J
て
足
り
る
で
ゐ
入
ご
1
＝

（！メ人民半、 Gi (6 7'1 ll07 '20il J 



r日

ア
ケ
ふ
ス
制
御
機
従

JrLtrる
特
一
心
電
了
計
算
機
に
対
ず
る
他
人
の
設
別
符
号

第
一
口
勺
出
、
「

γ
ク
ヤ
ス
制
御
機
花
を
む

T
O山
村
｛
呂
田
了
計
算
機
に
日
気
通
い
司
線
を
い
同
一
に
て
当
該
F

ク
い
じ
ス
制
御
機
能
に
係
る
他

J、
円問

人
の
識
別
片
け
り
を
人
力
、
て
け
」

Jι
科

生

活

f
A努
機
を
作
動
さ
せ
、

υ

訟
一
々
七
ス
判
制
御
機
誌
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
L
る
ね
た
利
用
を

L
ハ
行
る
状
法
に
さ
さ
G
行
為
♂
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機
花
z
ぜ
付
加
し
f
、
ア
ク
セ
ス
管
辺
者
が
J
q
る
も
の
及
ぴ
当
該
ア
ヴ
セ
ス
管
立
者
ソ
八

は
当
誌
識
別
ゃ
い
ー
す
に
刊
紙
る
利
川
読
者
り
爪
話
会
心
仔
て
「
る
も
の
を
除
（
ハ
）
l

ζ

、
？
れ
る
。

7
ク
μ
ヒ

ス

制

御

機

能

炉

、

一

三

作

定

利

川

出

を
z
H
H
均
約
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ず
る
者

ιよ
打
当
該
判
明
能
主
有
す
る
お
む
屯
子
ヨ
砕
機
に
入
か
さ
れ
f
お
刊
l

寸
が
当
該
将
’
止
引
川
刷
に
係
る
識
別
符
号
（
附
）
で
あ
る
、
ア
こ

め
に
巾
略
a

叶
l
該
持
｛
疋
引
用
を
l
よ
有
と

を
裕
司
詑

第

条
第
一
一
明
、
傍
点
筆
者
）
す
る
も
C
で
あ
る
と
さ
れ
、
一
中
i
！
同
機
能
を
有
す
る
特
丈
沢
子
計
詳
機
」

U
P
J」？日間符ィ一屯

ノ
十
計
算
機
イ
リ
へ
は
当
人
的
特

r豆
f

十
計
算
機
に
活
気
通
信
巨
線
を
介
し
て
接
続
さ
れ
チ
位
む
特
定
屯
子
イ
川
賞
慨
に
山
川
切
さ
れ
て
い

同
条
同
頃
）

て
あ
る
以
、
先
述
心
如
く

ア
ク
ゼ
ス
制
御
機
僚
と
判
例
町
象
（
山
特
定
利
用
機

他
人
心
戎
別
符
岩
山
一
無
断
へ
々
は

慌
が
一
内
心
計
算
桜
に
ir－
袈
さ
れ
C
い
る
場
合
は
そ
の
計
算
殺
に
付
し
て
、
ま
た
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
の
な
い
利
用
対
象
計
停
機
土
、

こ
れ
に
対
1

V

F

ク
セ
ス
制
御
機
前
乞
付
抗
L
て
い
る
計
算
機
が
あ
る
場
ム
江
川
p

ク
セ
ス
制
御
惚
院
の
あ
る
方
の
計
算
機
い
汁
、
以
て
、
何

3

3

〉

ゐい

y

－’W
M
刀

ν

の
4
J

川
別
符
号
上
？
到
品
、

d

、
み
の
制
仰
下
い
あ
る
い

nT
れ
か
の
特
定
屯

f
副
官
J

機
の
特
定
羽
信
が
可
能
に
な
っ
た
段

階
で
本
号
心
付
品
開
弘
引
く
な
る
c

γ

ク
ぃ
ヂ
ス
制
御
機
殺
な
有
ず
る
特
定
電
子
吉
川
昇
絞
に
対
」
9
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ホ
i
ル
な
蚊
J

仕
事
ロ
亡
つ
は

ア
ケ
A
L

ス
別
出
川
絞
認
を
訂
す
る
特
定
芝
山
町
子
計
算
絞
に
電
気
泡
七
司
朗
怖
を
込
じ
て
ψ
i
該
ア
ク
セ
ス
制
御
終
花
に
よ
る
特
定

引
用
の
却
、
恨
を
免
れ
る
、
」
と
が
で
一
さ
る
1
R
m
r
識
別
符
号
で
あ
る
も
の
デ
↓
除
く
。
）
又
は
出
同
行
一
宮
入
力
し
て
当
訟
将
山
中
屯
「
吉
弘
件
後
を

、k 人法学！"" :n 72Jリ時［2υ1'.. 3、



作
動
さ
浄
、
そ
の
制
限
さ
れ
て
い

に
利
用
い
を
、
）
得
る
状
態
に
さ
せ
る
行
為

一
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機
防
町
村
y
弘
し
た
ア
ん
ソ
七
ス
泣

逆
者
が
す
る
7
G
幻
及
び
当
該
ア
ク
セ
ス
込
現
有
の
ふ
諾
え
一
件
て
す
る
も
の
を
除
ノ
、
。
次
号
に
お
い
て

」
と
さ
れ
る

J

ア
ク
セ
ス
制
御
機
詑
乙
利
川
対
h
k
d
の
特
ど
利
用
機
能
が
一
ム
口
の
日
待
機
に
実
渋
き
う
れ
し
よ
る
場
ム
い
は
げ
の
計
治
機
に
対
1

〆て、

マ
ク
セ
ス
制
御
機
誌
の
な
い
河
川
市
対
象
出
品
目
隠
と
、
そ
れ
に
対
じ
ア
ク
ヒ
ス
制
御
機
詑
を
付
加
し
て
い
る
古
川
且
絡
が
為
る
場
合
は
ア
ク

七
一
人
間
出
川
絞
絞
り
あ
る
万
一
け

E
算
絞
に
吋
L
て
、
料
、
り
古
り
ん
粁
路
て
池
へ
の
11

川
別
符
口
勺
が
引
武
者
L
、
そ
の
市
川
仰

τ
に
ふ
め
る
い
ず
れ
か
の

ペ
リ
能
に
な

J

た
政
治
で
本
号
正
汁
象
2
伝
る
の
は
第
一
号
と
同
様
て
ゐ
る
c

ポ 11＇マクヒス常止：そにおけるノれ 11＇マクヒス行為＇ .l収合

引
で
す
い
市
の
制
限
を
品
目
れ
J
G
こ
J
が
で
き
る
存
報
「
識
－
川
狩
り
で
お
る
も
の
Jrm叩く
J

と
升
川
弘
吉
、
さ
で
識
別
符
号
を
m

松山い
J
L

い

る
の
は
、

第
一
け
す
で
況
に
似
人
の
識
別
昨
日
H

ザ
を
用
い
た
不
L
ァ
ク
亡
ス
乞
況
に
規
h

む
し
て
い
る
か
ら
て
あ
る
コ

コ
γ
ン
ピ

J
は
竜
了
］
川
算
機
に
よ
る
処
埋
の
対
ハ
甲
子
L
H
M

る
T
l
夕
、
一
花
令
一

き
れ
る
が
、

1

両
手
主

μ別
し
て
論
じ
る
主
的
は
な
い
と
き
れ
る
一

こ
こ
で
「

と
は
屯
y

十
計
算
機
に
一
定
の
効
作
を
さ
サ
る

さ
亡
、
識
別
作
勺
を
除
い
二

1

当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
絞
龍
二
工
る
特
定
利
用
心
制
肢
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
杭
九
一
又
h
作
令
ど
7

へ

一
般
的
ド
二
日
心
の
不
備
や
シ
？
で
r

ム
の
脆
弱
性
を
突
く
い
」
キ
～
リ
ア
f
穴
ー
ル

必
」
す
る
行
為
と
M
M

げ
か
的
ハ
バ
さ
あ
る
が

必
ず
、
f
も
こ
れ
に
以
ら
れ
る
も
の
5
は
な
く
、
引
戸
市
権
が
な
く
ん
士
z人
近
戦
仕
封
の
時
間
留
す
q
G
I
D
－
パ
ス
ワ
ド
は
識
別
符
H
G

と
は
な
い
1
J
C
れ
る
の
て
（
丸
山
由
一
、
」
れ
を
用
い
た
マ
ケ
セ
ス
は
本
尽
の

1
情
禄
又
は
指
令
」
ぐ
制
さ
れ
る
事
J
一

議
刑
判
ル
ザ
マ
サ

のはい
E
つ
け
は
ア
勺
七
ス
符
述
考
が
ど
め
る
v
も
の
で
あ
る
の
で
、
利
尽
捺
を
取
り
消
さ
れ
た
醤
の

l
u
－
パ
一
人
ワ
ド
に
よ
る
－
／
う
ヒ

ス
は
一
誰
に
よ
る
も
の
か
一
誠
別
で
き
日
い
ア
ク
七
ス
ー

ζ

い
う
ぶ
と
な
る
の
セ
あ
る
。

純
伏
、
～
J

｝
白
七

3

1

ワ
ア
ィ
ホ
i

－w

の
一
例
で
あ
る

2
2山
さ
と
｝
攻
壁
一
、
メ
ー
ル
叶
パ
心
パ
ゲ
i
T
利
用
し
て
パ
ス
ワ
ド
J

／一

主
H
L
U

《
為
一
、
ヲ
ル
ヴ
リ
へ
は
同
一
切
等
主
一
行
う
J

一
に
つ
い
て
は
、

そ
の
攻
U
L
f
J
A
l
ル
が
長
p

勺、子、れ

1
7
f
イ
ル
が
h
A

円
き
換
え
ら
れ
心
政
指
で
不
疋
ア

ま
れ
に

（！メ人民半、 Gi (6 731 ll09 '20i I J, 
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ク
セ

p

へ
行
為
と
な
る
仁
」
と
さ
れ
る
が
、

5
れ
に
」
ワ
て
作
成
さ
れ
た
1
0
や
パ
ス
ヮ
、
ド
が

1

ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
右
す
る
此
祈
主

山
晴
子
計
肖
憶
に
p

入
力
さ
れ
に
ロ
グ
イ
ン
さ
、
れ
た
設
陪
で
初
の
て
制
限
さ
れ
て
い
ゐ
特
定
利
川
を
し
付
る
状
態
に
さ
斗
た
事
に
な

J、
円問

る
の
ご
あ
っ
て
、

メ
ル
同
刊
誌
の
利
川
に
ア
ク
セ
ス
制
御
が
な
さ
れ
て
お

〉
て
攻
撃
し
た
の
仕
ら
こ
ふ
か
く
、
「
ァ
ヲ
イ

ル
ド
存
宗
換
え
ら
れ
な
託
陪
C
」、

制
限
さ
れ
て
い
る
狩
定
列
則
を

LPC令
状
墜
に
さ
古
」
九
一
？
と
は
い
ヒ
な
い
で
あ
ろ
う
。

州山門
V

将
（
心
電
了
計
算
機
が
7
h
ソ
七
ス
剖
斜
線
能
z
r
u判

L
L
い
る
利
用
対
象
計
闘
機
に
対
す
る
セ
ホ
ユ
リ
フ
ィ
ホ
ー
ル
枚
4
T

引
定
乱
用
し
得
る
状
態
に
さ
れ
る
お
む
屯
子
ヨ
砕
機

に
持
続
さ
れ
に
也

ア
ク
セ
ス
制

つ
マ
い
る
場
ム
T
m
v

第
一
口
勺
の
条
文
は
、
一
電
気
通
信
同
級
乞
介
L
て
長
続
き
れ
た
似
の
す
吋
IU屯
rJ計
仏
井
出
慨
が
ム
刊
す
る
ア
ケ

七
ス
制
依
後
能
に
よ
い
r
そ
の
判
定
利
用
叶
一
一
制
限
さ
れ
C
い
る
判
定
巴
子
1
同
日
立
慌
に
議
気
述
C
U
F
一
紛
争
て
応
じ
く
み
一
の
制
限
J

ど
免
れ
ゐ
こ
と

が
f

き
る
情
報
え
は
同
和
い
令

Jr
人
々
し
て
ψ
1
1
d付
ハ
必
ず
逗
了
計
員
殺
を
作
品
別
3
せ
、
ふ
り
制
問
一
さ
れ
て
い
る
符
定
刊
削
を
し
伯
作
る
ふ
八
訟
に
き

せる／刊十
μ！神

Jν 

$必

4
し
れ

ア
ク
ヒ
ス
制
御
機
能
を
有
ず
る
引
賞
殺
に
結
羽
生
一
ぷ
入
力
さ
れ
る
ζ

J
が

拍
車
サ
弟
二
パ
ラ
心
段

む
に
わ
る
つ

安
件
で
あ
る
L
Y

、
ア
ク
セ
ス
制
御
を
か
け
て
い
る
認
証
品

1

パ
ラ
に
は
情
萩
等
の
人
力
主
L
h
d
い
ま
士
、
利
用
対
象
引
制
一
件
伎
の
み
乞
攻

撃
、
）
、
そ
の
」
官
機
に
不
正
ア
ク
セ
ス
す
る
と
い
そ
パ
夕
、
ン
が
反
制
で
き
な
い
た
め
に
規
定
さ
れ
て
し
る
も
の
で
あ
る
つ
従
っ
℃
利

川
一
対
象
計
教
機
の
み
の
ク
ツ
r

ク
が
汁
象
ぐ
な
勺
て
い
る
コ
た
だ
L
、
第
二
リ
ラ
）
異
な
り
、

J
1
剛山川州
V
J
H
寸
f

、
あ
る
も
の
を
除
く
）
〉
一

の
い
い
恥
弧
世
田
き
は
な
く
ま
ナ
ー
治
号
の

「
（
識
別
打
リ
け
り
と
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
L

の
伝
川
州
事
け
さ
の
ん
引
に

次
号
に
お
い
て
司
じ
」

河
口
山
も
沿
い
た
め
、
第
一
一
号
の
ー
出
限
を
免
れ
る
こ
こ
が
と
き
る
情
報
1

に
は
他
人
日
識
別
符
ロ
ワ
を
白
む
も
の
乙
解
さ
れ
る
が
、
こ
の

白川

1

逐
条

六
」
キ
」
小
、

v

f
ず

第

す

2
熊
一
口
勺
は
い
ず
札
？
も
7
ク
セ
ス
引
御
機
詑
に
よ
る
特
定
利
引
の
制
限
を
免
う
れ
る
J

と
か
で
き
る
情
報

主
州
叫
山
払
刊
号
古
川
以
く

号
の
場
ム
ロ
と
同
紙
、

λ
は
指
令
を
入
h
M
L
u
る
不
正
ゾ
ケ
ヤ
ス
r什
為
に
つ
い
て
川
呪
定
し
し
い

vc
、
F
h

、k人法学！"" :n 7~；キ l;o i:2υ1'. 3、
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符
口
勺
を
今
一
ま
な
い
J
U

の
〉
h

い
て
い
る
に
二
、
れ
は
、

引
用
日
付
象
ル
リ
マ
ー
パ

2
は
別
に
ア
ク
E
Pへ
制
御
機
能
主
ハ

r
uさ
れ
た
特
定
志
了
計
宗

機

サ
ヲ
パ
叫
td）

γ白
川
相
ム
円
、
総
仕
ぜ
」
と
し
て
は
、
他
人
心
識
切
符
H

す
が
利
一
以
一
対
象
汁
2

パ
を
川
引
出
し
て

サ
白
パ
h
H
T

に
入
力
さ
れ

認
計
サ
7

M

ハ
が
作
ロ
ベ
ー
て
利
用
対
象
付
Y

パ
の
特
ん
利
用
が
さ
き
る
よ
う
に
な
る
場
合
が
あ
る
が

。〕

tJ; 

合
、
他
人
？
品
別
符
U
7
ば
結
い
し
町
の
／

τケハ
J

認
記
サ

i
パ
守
に
入
力
さ
れ
て
い
る
こ
詳
悩
す
る
こ
？
と
が
て
き
る
。

L
に
が

J

亡
、
池
へ
の

議
開
加
符
号
の
山
市
t

断
人
力
に
つ
い
と
は

セ
b

l

リ
一
プ
f
e
ホ
i
ル
攻
帆
J

に
つ
い
て
の
第
＝
ピ
ソ
に
が
中

γ
司
令
入
力
先
に
守
G
脱
走
す
設
け

L

F
な
わ
ち
そ
う
し
た
岡
崎
ム
円
は
第

「
勺
む
対
象
で
あ
る
J
心
問
解
に
基
つ
唱
C
し
る
。

ポ 11＇マクヒス常止：そにおけるノれ 11＇マクヒス行為＇ .l収合

ま
た
、
第
条
第
一
点
の
議
内
及
川
付
ー
マ
仁
対
す
る
訴
以
辛
口
さ
に
お
い
て
は
、
一
次
条
保
二
項
第
一
口
勺
投
び
治
号
に
お
い
て

M
じ
r

さ
れ
、
第
一
条
第
一
頃
第
一
号
に

亡
い

j
h
f

怖
い
市
字
本
υ

、
ω

州
市
一
け
ず
に
い
、
っ

」
に
ー
識
別
符
口
勺
一
が
含
ま
、
仰
い
こ
い
な
い
リ

引
か
J
ど
t
J
え
る
が
、
そ
れ
は
町
に
第
一
条
第
一
項
第
一
円
ハ
及
ひ
第

パ
ザ
に
し
は
明
不
的
に
ー
識
別
符
号

P
V
1
川
y
n
M
F
呪れ、

第
一
号
に
は
反
れ

な
い
た
め
H

過
ぎ
な
い
か
ら
だ
と
巴
わ
れ
る

P

し
か
し
円
以
上

5
し

J
U
、
実
際
は
「
仇
心
対
定
晶
子
1
U
R践
が
有
寸
る
f

ク
セ
ス
制
御
機
胞
に
よ
れ
そ
の
判
定
利
用

を
制
限
さ
れ
て
い
る
持

γZLj計
設
機
だ
け
に
品
別
待
号
な
入
力
し
て
、
そ
の
計
弘
一
件
機
肉
体
を
作
肋
叉

F
Q
！
こ
い
う
の
は
あ
り
作
な

そ
れ

f

阪、

「
制
限
を
而
Y

れ
る
こ
と
UJ
さ
き
る
情
報

に
識
別
情
報
計
二
人
っ
て
い
て
も
い
ん
ア
J
J
u私
見
は
同
証

J

で
あ
る
つ

ー戸、
ρ
～γ人

ヨ
ー
は
MM

一
弔
一
バ
り
の
「
制
限
を
免
れ
る
」
〉
一
げ
が
で
き
る
情
械
に
は
形
式
的
に
は
訟
別
情
出
予
へ
円
ま
れ
る
乙
訴
す
べ
き
で
は
あ
ろ
う

n

い

ず’れ
γ
L
－布、内対一
μ
勺、仕
mv

号
は
、
利
市
対
象
計
治
機
以
外
の
計
検
出
慨
（
九
こ
ず
る
）

か
ら
マ
ク
セ
ス
制
削
機
誌
を
b
uす
る
A

リ
ー
パ

に
ア
ム
マ
七
ス
し
て
、
J

の
制
限
な
れ
ん
し
、
そ
り
結
果
ア
ク
セ
ス
亡
き
る
よ
う
に
な
ゐ
計
得
絞
が
九
以
件
の
も
の
で
あ
っ
て
良
い
の
に
吋

L
、
M

昨
一
ー
す
で
は

必
「
川
一
別
対
象
戸
持
出
慨
に
ア
ク
セ
ス
引
御
を
免
れ
る
情
報
中
入
力
）

J

E
に
そ
の
：
T
H終
を
特
定
利
一
川
川
山
つ
詑
に
す

る
こ
と
が
説
件
と
な
っ
て
L
る
平
に
は
れ
誌
守
↓
必
ず
る
c

こ

（！メ人民半、 Gi (6 7Sl Ill! '20il J 



r日

四

－~ 

め

J、
円問

T

ハ
花
一
ノ
ク
じ
ス
概
念
合
ま
y

め
て
お
、
一
う
っ

街
中
｛
九
い
引
と
、

小
－
止
ア
ク
セ
ス
が
弘

v
す
る
ー
γ
め
に
は
、

不
ヅ

f
か
ら
入
力
さ
れ
る
悩
ほ
が

七

Z
J
f
f
h

レ
η人
教
い
可
羽
川
下

よ

｝

－

2

2

y
ご

E
f
f
F
て
占
め
れ

J

入
力
先
は
、
「
ア
ク
セ
ス
出
川
泌
を
併
す
る
ド
算
機
」

ク
セ
ス

、
い
る
計
算
機

一
他
人
ジ
此
別
的
持
」
ま
た
は
セ

ま
止
は

加
の
己
仁
川
円
僚
に
よ
っ
て
ア

ヘ
う
れ
ば
よ
い
（
い
の
州
組
み
合
わ

rは
河
パ
タ
ー
ン
あ
7

句
、
ん
（
コ
に
は
丘
味
が
な
い

先、小一〈

で
あ
っ
て
、
結
呆
と
し
て
ア
ク
ヒ
ス
制
御
手
れ
て
い
ξ
お
之
主

F
h持
議
が
利
用
で
き
る
抗
出
br

墳
の
芥
ー
マ
の

何
れ
に
？
詩
中
l
寸
る
か
を
ポ
ナ
ノ

百
八
々
本
法
第
一
条
第

一
ア
ク
中
ス
制
佐
を
λ
引
い
ヲ
る
訂
伯
仲
機
一
に
ー
犯
人
心
識
別
市
議
一
一
定
人
川
4
j
る
伊
豆
門
第
一
日

J

、

「
別
の
J
算
機
に
よ
う
て
ア
ク
セ
ス
制
御
さ
れ
C
い
る
計
算
機
」
凶
作
句

「
ア
ケ
μ

7
、
制
御
乞
有
「
る
引
幹
佐
川
」
に
ー
で
キ
ム
リ
テ
ィ
パ
；
i

ル
攻
撃
情
報
乞
入
力
す
る
場
合
弟
二
ワ

を
人
LM寸
心

場

合

お

w 
勺

「
七
当
ム
り
テ
ィ
パ
司

i
ル
攻
竺
村
報
」

適
応
ト
の
解
釈
問
隠
J

〆
て
人
舎
な
む
は

同
絞
り
れ
定
利
尽
に
対

J

て

か
っ
て
い
な
い
ア
ク
じ
ス
方
法
が
あ
っ
た
場
合
、
こ
の
稔
江
吹
何
事
実
を
も
っ
て
、
ソ

「F
F

ク
セ
ス
制
御
」
日
：
か
か
3

1
た
γ

ι利
用
に
ア
ク
い
ピ
ス
制
御
が
あ
る
〉

汀
断
す
る
の
か

ク
セ
ス
方
法
と
叫
ん
N

あ
る
い
は
ア
ク
セ
ス
制
御
が
か
か
っ
て
い
ヨ
い
F

ク
セ
ス
ら
け
は
ず
む
？
ク
セ
ス
に
は
フ
ク
ヤ
ス

の九
r
六」
vゅ
の
司
令
n

私
ド
凡
で
は
先
述
の
判
〈

ア
ク
セ
ス
日
’
R
d町
蓄
の
設
定
す
る
利
用
点
辛
口
り
範
阿
一
小

る
ご／
UJ
怯
、
夜
間
川
の
え
が
に
と
と
γ
三
人
間
訟
が
ほ
と
ん
ど
で
去
る
が
〈
f
災
心
誠
混
と
l
h
亡、

－
却
、
ょ
、
f
f
j

る

4tイ
分
力
1

1

v

v

ノ
心
？
穴
き
な
ヨ
土
立
に
日
る
？
ホ
も
の
こ
Zvd

主
た
法
ぺ
川
市
や
凶
千
数
点

1車
日記 I、江主l前：n76；キl;2 [2υ1 '. 3、
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法
性
と
い
っ
た
川
雫
法
的
に
J

判
時
的
的
な
問
也
は
誌
J

乏
の
で
の
は
札
い
か
こ
こ
ろ
ご
は
な
い
の
で
対
象
と
止
ず
、
技
術
と
法
の
関
わ
り
で
条

十
人
の
文
司
解
釈
J
f
扱
っ
た
け
山
は
こ
容
赦
涜
き
た
い
。

ポ 11＇マクヒス常止：そにおけるノれ 11＇マクヒス行為＇ .l収合

何
人
ば
乙
ヘ
ー
ハ
炉
1
0
1
U
（

D

コ、
d
u
V

－J
－

h

／
犯
烹
止
エ
戸
、
以
鳴
り

γ
桁
以
降
心
吾
同
心
不
止
叩
ク
ー
ス
の
初
出
戸
化
泊
、
二
、
ゴ

r
十
附
叶
～
計
訴
え
（
（
J
C
5
2
ご
み
で
H
M
E
胃

「
f
J

パ
1
m一
芹
条
約
（
円
ユ
2
3
w
J
一1
4
2
J
d
H
6
3
お
に
ご
り
、
リ
阿
旬
、
ィ
木
批
常
一

MJρ

l
円
u
w
d
1
止
庁
イ
パ
犯

E

庁
全
抗
心
一
大
体
法
的
，
町
並
孔
」
法
三
「
一
〆
J

－
々
見
山
、

c
v
年
、
力
一
百
万
口
孝
一
山

二
手
「
あ
川
十
九
日
凶
ム
↑
可
抗
議
院
・
抱
力
行
以
安
弓
J

人
以
前
気
街
（
一
ケ
、
ん
J

打
4
、
一
問
。
山
口
安
川

？
？
一
屯
’
之
、
刊
行
わ
巴
線
J
C
Aじ
て
汀
わ
h
y
o
電
了
引
立
読
に
係
三
位
坪
乙
ば
、
一
山
ネ
ァ
ー
っ

l
ク
一
九
世

t
て
、
こ
れ
「
芯
夜
、
戸
れ
た
1

ン

ピ
ユ
タ
合
計
叫
に
d
ζ

二
、
行
打
れ
る
一
司
磁
的
一
一
記
録
f

川
正
作
出
早
川
、
仙
寺
一
計
詳
検
出
峡
J

三
六
務
妨
持
早
川
、
電
子
計
持
協
一
法
同
町
古
鉱
山
汗
号
、
伊
ア

J

1

1
力
古
川
乙
て
、
こ
れ
に
日
い
た
ー
さ
れ
た
つ
、
ピ
ー
？
を
利
町
ぶ
J
V
わ
れ
る
川
市
羽
山
下
作
一
、
法
一
μ
敗
事
犯
、
む
し
布
コ
市
下
町
山
弘
守
一
電
子
指
川

収
や
】

γ
品
、
＼
ヤ
ン
を
山
円
以
け
じ
七
も
の
が
4
7
4」指寸
c

L

L

さ
れ
る

P

一
点
止
γ

ク
セ
ス
川
説
法
制
研
究
会
縞
昌
一
？
止
条
市
大
止
ア
ク
ヒ
ス
行
為

汚
材
、
ー
ム
に
ミ
ト
ゴ
る
川
、
仲
（
同
情
可
符
豆
「
止
化
肯
「
泊
、
一
ノ
一
一
一
へ

ι
、
二
へ
員
。
以
下
大
寄
っ
二
淫
条
一
ノ
｝
略
ナ
一
）

密
封
山
の
広
報
資
料
一
リ
l
成
一
午
什
？
の
什
イ
パ
犯
人
咋
の
牧
羊
状
況
斗
｝
つ
い
て
へ
ギ
良
一
一
一

l
二
月
二
一
－
戸
℃
＼

4
5
2ぞ
お
に
三
で

L

4
7一羽目丹一

2
r門
主
力
寸
日
f
T土
三
』
己
叫
〉
で
は
も
前
，
u
b一
一
コ
ン
パ
ピ
山
タ
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